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１．実証事業の目的と概要 

 

前年度、東京都内の「施設」を対象とした「使用済み紙おむつのリサイクル推進にむけた実証事業」

を、ユニ・チャーム株式会社（以下、「ユニ・チャーム」という。）が、東大和市にて実証事業を行

った。 

同実証事業における結論としては、「施設」から排出される使用済み紙おむつを、リサイクルにむ

けて分別回収を行うハードルは高くないものの、分別回収を実施するためのコストについては、同市

の一般廃棄物年間収集運搬費用を約１％相当、負担増になる可能性があるとした。 

 

本年度は、東京都内の「家庭」を対象とした「使用済み紙おむつのリサイクル推進にむけた実証事

業」であり、「家庭」からの分別回収の可能性を検証すること、そして前年度課題となった分別回収

実施に伴うコスト等の負担増について、IT を活用し効率化を検証すること、の 2 点を目的に設定し

た。 

 

上記目的に沿い、当実証においては、町田市の協力を得て、IT を活用した分別回収の効率化検証

を行う小田急電鉄株式会社（以下、「小田急電鉄」という。）と、リサイクルに向け家庭からの使用

済み紙おむつの分別回収が可能かを検証するユニ・チャームが共同で、実証事業を行った。 

 

本実証は、約 2,400世帯が生活する東京都町田市の南つくし野地区を対象に実施した。同地区はも

とより町田市では、2005 年から住民に対しおむつ専用袋を無償で配布し、家庭内にて使用済み紙お

むつと他の可燃ごみの分別を進めてきた経緯がある。しかしながら、おむつ専用袋に分別された使用

済み紙おむつはリサイクルされることはなく、他の可燃ごみと一緒に回収され、焼却工場にて焼却処

分され廃棄されてきた。今般の実証では、既に使用済み紙おむつが分別されている現状を活かし、こ

のおむつ専用袋に入れられた使用済み紙おむつを ITを活用し効率的に分別回収することを実施し、

自治体の焼却ごみの削減に繋がる使用済み紙おむつのリサイクルまでを実施するものである。分別

回収の部分を小田急電鉄が担い、その後の回収内容の確認からリサイクルまでをユニ・チャームが担

った。 

 

小田急電鉄は、2021年 9月から新たに開始したウェイストマネジメント事業「WOOMS」の「収集・

排出サポートシステム」機能を応用し、分別回収を実施した。可燃ごみの回収を担当する先発チーム

が、各排出箇所を回り、使用済み紙おむつが出ている箇所をシステム上に記録する。この記録された

拠点群から効率的な使用済み紙おむつの回収コースを複数生成し、使用済み紙おむつの回収を担当

する後発チームがこのシステム上で生成されたコースに則り回収を実施した。町田市のごみ収集は、

自宅玄関前にごみを出す戸別収集となっており、本実証においても住民は、日常通りに使用済み紙お

むつを専用袋に入れ、可燃ごみとともに自宅前に出すという廃棄物排出プロセスを継続した。 

 

ユニ・チャームは、回収した使用済み紙おむつの内容物の組成分析を行った。つづいて使用済み紙

おむつを同社のリサイクル施設のある鹿児島県志布志地区（曽於郡大崎町）に運搬し、都内から回収

された使用済み紙おむつにおいて、リサイクル処理を行い、パルプ化、そのうえで同社協力工場にて

紙おむつに加工した。 

 

上記結果を基に、都内家庭から使用済み紙おむつを回収し、リサイクル処理を行うにあたっての、

回収品目の増加に伴う回収コスト負担の考察、及びリサイクルを前提とした使用済み紙おむつの回

収品質について、考察を纏めるものとした。 
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２．実証事業報告 使用済み紙おむつ分別回収 

 

（１）．小田急電鉄ウェイストマネジメント事業「WOOMS」の「収集・排出サポートシステム」に 

ついて 

小田急電鉄のウェイストマネジメント事業「WOOMS」における「収集・排出サポートシステム」は、

ごみ収集に関する基本データを登録する WEBシステムと、ごみ収集車両の運行時のデータを取得す

る車載タブレット端末システムとの、リアルタイムなデータ共有・活用によって、着実な業務遂行

と業務の最適化を提供するものである。車載間のデータは、特定のグループを設定し共有すること

が可能であり、WEB システムと車載タブレットシステム間では、テキストデータを送受信すること

も可能となっている。 

PC端末を活用した WEBシステムは、デジタル地図上に集積所、収集品目・曜日別のコース、ドラ

イバー・車両等の基本データを登録し、事務所スタッフは、車載タブレット端末システムが取得す

るデータにより車両の現在位置、収集の進捗状況、収集量などをリアルタイムに把握することがで

きる。また、リアルタイムな配車が可能となるほか、蓄積したデータ分析により、ルートや積載量

の最適化を図ることで、業務最適化につなげることもできる。 

車載タブレット端末システムは、GPS により得られる位置情報を用いたシステムで、事前登録し

た集積所に近接し収集状態にはいると、自動検知し、収集の有無を色で識別する。また、集積所毎

の注意事項を現地で自動通知することで、確実な業務遂行をサポートする。運転中の手動操作は発

生することはない。加えて、計量・点検情報も、車載タブレット端末システムに入力することで、

帳票類の作成が不要となる。 

 

 

（収集・排出サポートシステムイメージ） 
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（収集・排出サポートシステム機能一覧） 

 

 

 

（２）．分別回収実施内容  

 町田市南つくし野地区（2,479世帯）にて、2021年 11月 27日（土）、2021年 12月 11日（土）、

2022 年 1 月 22 日（土）、2022 年 2 月 9 日（水）の 4 日間、使用済み紙おむつの分別回収を実施し

た。その際同地区にお住まいの住民に実証内容を周知するチラシをポスティングすることで協力を

仰いだ。また、町田市には同地区の自治会長への説明を実施していただくことに加え、上記チラシ

の内容についても入念に確認をいただく等、円滑な実証実施に多大な協力をいただいた。なお、2022

年 1月 22日（土）向けチラシにおいては、WEBアンケートの実施もした。 

先述のように町田市では家庭での使用済み紙おむつがおむつ専用袋にて分別して排出されており、

この分別して排出されている使用済み紙おむつを、小田急電鉄が米国ルビコン・グローバル社とラ

イセンス契約を締結し、同社が有するテクノロジーを日本の環境向けに応用した収集・排出サポー

トシステム（以下、「システム」という。）を今般提供することで分別回収を実施した。具体的には、

可燃ごみの収集を担当する先発チームが各家庭玄関前等の排出箇所を回る際に、使用済み紙おむつ

が排出されている場合はその箇所をそのシステムを搭載したタブレットに記録し、後発チームが、

システムを搭載した管理パソコンにて生成された、その記録された箇所のみを回る複数コースを走

行するという、効率的な使用済み紙おむつの分別回収を実施した。  
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（分別回収実施内容一覧） 

 

実施日 目的 実施内容 備考 

11月 27日

（土） 

・システム利用有無による効率

性比較のため、システム未利用

の数値データを把握 

・1周目可燃ごみ回収、2周目

使用済み紙おむつ回収をシステ

ム利用せずに実施 

・2周目、スタート地点からゴ

ール地点まで隈なく走行 

・住民向けチラシポスティング 

・小田急社員同乗 

12月 11日

（土） 

・システム利用による分別回収

の実現性検証 

・システム利用有無による効率

性比較のため、システム利用の

数値データの把握 

・システムを利用した分別回収 

・1周目可燃ごみ回収時に使用

済み紙おむつ箇所をシステム記

録、2 周目使用済み紙おむつ箇

所のみ走行 

・住民向けチラシポスティング 

・小田急社員同乗 

1月 22日

（土） 

・11/27と同様、システム利用

有無による効率性比較のため、

システム未利用の数値データを

把握する点は同じだが、11/27

とは違う手法で分別回収するこ

とでシステム未利用の多様な分

別回収データを把握 

・1周目可燃ごみ回収時に紙の

住宅地図に使用済み紙おむつ箇

所を記録、2 周目使用済み紙お

むつ箇所を把握した上で走行 

・2周目、スタート地点からゴ

ール地点まで隈なく走行 

・住民向けチラシポスティング 

・まん延防止等重点措置適用に

より小田急社員の同乗を回避し

たため、当初予定していたシス

テム利用はなし 

2月 9日

（水） 

・12/11と同様、システム利用

有無による効率性比較のため、

システム利用の数値データを把

握する点は同じだが、12/11 と

は異なる回収体制、手法にて実

施することでシステム利用の多

様な分別回収データを把握 

・システムを利用したシミュレ

ーション走行を 2回実施 

・1月 22 日の使用済み紙おむ

つ排出箇所をシステムのルート

自動生成機能を活用し最適ルー

ト化し、小田急社員の運転のも

とシミュレーション走行 

・レンタカー利用 

・収集車から降り使用済み紙お

むつを回収する時間は想定数値

を加味し計算 

 
 
 

（使用済み紙おむつのみを効率的に回収していく仕組み） 
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（使用済み紙おむつが出ている箇所のシステム上での記録イメージ） 

 

 
 

 

 

（３）．分別回収１回目・11月 27日（土）  ※システム未利用 

   分別回収の 1 回目を 11 月 27 日（土）に実施した。本実証においては、いずれも南つくし野地区

の可燃ごみを町田市から委託を受け回収している加藤商事株式会社（以下、「加藤商事」という。）

に委託し実施した。加藤商事の収集車には、小田急社員が同乗した。通常加藤商事は同地区の可燃ご

みの収集を 6 コース・6 台にて実施しており、分別回収の当日 1 周目はまず可燃ごみのみを回収し、

おむつ専用袋が排出されていても収集せず、可燃ごみの回収完了後に 4コース・4台にておむつ専用

袋のみを回収した。可燃ごみの 6 コースを一部統合し 4 コースにし、各コースのスタート地点から

ゴール地点まで一筆書きで隈なく走行し、おむつ専用袋が排出されていた際には、収集車を停車させ

回収する流れである。この 1 回目の分別回収にはシステムを使用していないため、収集員はどの家

庭から使用済み紙おむつが排出されているかが把握できず、全て走行する必要がある。また同地区で

はポリバケツ等に入れごみを排出している家庭も多くその都度蓋を開け確認すべき頻度も高く、ま

た収集車が入りづらい袋小路にある家庭等については、収集車に乗りながらでは使用済み紙おむつ

の有無は確認できないため、収集車を止め直接目の前の玄関前まで確認に行く必要もあった。 

分別回収の 1 回目の実施にあたっては、下記住民向けチラシを全戸にポスティングし周知したこ

とに加え、取り漏れ等の不測の事態を鑑み使用済み紙おむつ回収後に同地区内の確認走行も実施す

る等したこともあり、特段の問題なく 1回目の分別回収を完遂させることができた。 
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（1回目住民向けチラシ） 

 

 

 

   1 回目の使用済み紙おむつ分別回収における関連データは下記である。小田急社員が同乗しそれぞ

れ記録した。回収時間は、各コースのスタート地点からゴール地点までの時間を記録した。収集箇所

数については、1拠点から複数のおむつ専用袋が排出されていても 1つのカウントとした。1回目は

システムを利用せずに分別回収を実施したが、同乗した小田急社員は記録のため、また 2回目（12月

11日）の分別回収に向けた練習のためシステム操作の実施をした。 
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（1回目分別回収データ） 

コース名 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1コース 49分 7ｋｍ 28箇所 

2コース 43分 6ｋｍ 20箇所 

3コース 37分 7ｋｍ 14箇所 

4コース 40分 6ｋｍ 23箇所 

合計 169分 26ｋｍ 85箇所 

 

（使用済み紙おむつ回収コース軌跡） ※1コース：緑 2コース：赤 3コース：青 4コース：黄 
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（４）．分別回収 2回目・12月 11日（土）  ※システム利用 

分別回収の 2回目を 12月 11日（土）に実施した。この 2回目はシステムを活用した分別回収を実

施した。可燃ごみの収集車 6コース・6台に小田急社員がシステムを搭載したタブレットを持参した

うえで同乗し、各家庭玄関前等の排出箇所におむつ専用袋により分別された使用済み紙おむつが排

出されていた際には、同社員はタブレット上で「通報」ボタンを押すことで記録し、おむつ専用袋は

この時点では回収しない。 

加藤商事事務所に待機した小田急社員が、システムを搭載したパソコンにて、この「通報」があっ

た箇所のみを可燃ごみ収集の終了直後に 3つのコースに振り分けた。この 3つのコースを走行する 3

台の収集車にも小田急社員が同乗しシステム操作フォローを実施しながら、収集員はタブレットに

て使用済み紙おむつが排出されている箇所を認識し、その箇所の前面の道路のみを走行した。その際

走行順序は指定せず、システムの自動検知機能により未収集の箇所が特定されるため、未収集の箇所

をランダムに走行することを試みた。しかしながら、加藤商事の収集員からは、普段スタート地点か

らゴール地点まで一筆書きで走行していることから、排出箇所を収集員が自由にランダムに回収す

る方法は回収し辛い面がある旨指摘を受けた。なお、自治体によっては、エリアのみを特定し、回収

順序は特段決めず、収集員の自由裁量で回収しているところもある。 

1回目同様に下記住民向けチラシを全戸にポスティングし周知したことに加え、取り漏れ等の不測

の事態等を鑑み使用済み紙おむつ回収後に同地区に取り漏れがないかどうかの確認走行も実施する

等し、特段の問題なく 2回目の分別回収も終了させることができた。 

なお、この 2回目の分別回収および 12月 12日（日）にユニ・チャームが実施した組成調査の様子

について、記録用として写真撮影も実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「使用済み紙おむつのリサイクル推進に向けた実証報告書」 
 

 11 / 37       

 

（2回目住民向けチラシ） 

  

 

 

2回目の使用済み紙おむつ分別回収の関連データは下記である。システムを活用し、3つのコース

を 3台の収集車にて分別回収した。 
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（2回目分別回収データ） 

コース名 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1コース 50分 7ｋｍ 49箇所 

2コース 23分 4ｋｍ 22箇所 

3コース 29分 8ｋｍ 37箇所 

合計 102分 19ｋｍ 108箇所 

 

 

 

（使用済み紙おむつ回収コース軌跡） ※1コース：赤 2コース：青 3コース：黄 
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（分別回収記録画像） 

 

 

（５）．分別回収 3回目・1月 22日（土）  ※システム未利用・紙地図活用 

分別回収の 3 回目は、1 月 22 日（土）に実施したものの、新型コロナウイルスオミクロン株の拡大

により、東京都にまん延防止等重点措置が 1月 21日より適用されたことを受け、小田急社員の同乗を

取りやめることとした。このためシステムを活用した分別回収も取りやめざるを得ず、紙の住宅地図を

活用した分別回収に切り替えた。6コース・6台で回収する可燃ごみの回収の際に使用済み紙おむつが

排出されていた場合は、紙の住宅地図にその箇所を記録し、可燃ごみ回収終了後に実施する使用済み紙

おむつの分別回収の際はその地図を見ながら走行した。使用済み紙おむつの回収は 4コース・4台にて

実施したが、通常 2 人の収集員にてごみ回収するところを、紙の住宅地図にて使用済み紙おむつが排

出されている箇所を案内する収集員 1 名も同乗し 3 名体制での分別回収を実施した。加藤商事からヒ

アリングしたところでは、紙の住宅地図内の使用済み紙おむつ排出箇所を都度確認しながら回収する

ことは、交通安全面においても、回収スピード面などにおいても、案内専用の収集員は必要であるとの

ことであった。 

3回目同様に下記住民向けチラシを全戸にポスティングし周知したことに加え、取り漏れ等の不測の

事態等を鑑み使用済み紙おむつ収集後に同地区に取り漏れがないかどうかの確認走行も実施する等し、

特段の問題なく 3回目の分別回収も終了させることができた。なお、3回目の住民向けチラシには、使

用済み紙おむつリサイクルに関する意識など聞く WEB アンケートも添付し実施をした。本報告書最後

に参考資料してとして添付した。 
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（3回目住民向けチラシ） 

 

 

 

3 回目の使用済み紙おむつ分別回収の関連データは下記である。加藤商事の収集員が記録をした。

4つのコースを 4台の収集車にて回収した。 

 

 

 

 



「使用済み紙おむつのリサイクル推進に向けた実証報告書」 
 

 15 / 37       

 

（3回目分別回収データ） 

コース名 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1コース 42分 7ｋｍ 25箇所 

2コース 39分 6ｋｍ 25箇所 

3コース 52分 7ｋｍ 27箇所 

4コース 40分 6ｋｍ 29箇所 

合計 173分 26ｋｍ 106箇所 

 

 

 

（６）．シミュレーション走行・2月 9日（水）  ※小田急社員がレンタカーにて走行 

分別回収の 3回目には、2台の収集車での回収を計画していたが、新型コロナウイルスオミクロン株

の拡大による東京都でのまん延防止等重点措置により実施できなかったため、2月 9日（水）に小田急

社員がレンタカーにて、1 月 22 日の使用済み紙おむつ排出箇所の記録をシステムに入れ込み、システ

ムのルート自動生成機能を用い 2コース・2台の回収コースを生成し、そのコースが反映されたタブレ

ットを見ながらシミュレーション走行した。今回のコース設定は、回収する順序を予め決め、使用済み

紙おむつ排出箇所を一筆書きで結んだものとした。また当日のシミュレーションに際しては、通常収集

車がごみ回収をするスピードを意識し、使用済み紙おむつ排出想定箇所に近づいた際には安全面を考

慮し停車まではしないまでも相当な減速をするなど、より実際の回収スピードに近づける工夫をした。

また実際のごみ回収では収集員が収集車から降りて回収することから、使用済み紙おむつ排出想定箇

所ごとに 20秒の時間を加算した。また収集車が入ることができない袋小路などは、通常より回収に時

間を要することから、袋小路などにおける使用済み紙おむつ排出想定箇所については、40 秒を加算し

た。 

また折角の機会でもあったことから、上記走行に加え、システムに搭載されている「支援機能」を活

用したシミュレーション走行も実施した。システムには、タブレットにて他の収集車の回収進捗状況を

把握することができる機能があり、自車の回収が終了した際に他のコースの回収が終了していない場

合は、タブレット上の「支援機能」を操作し、他の回収コースに画面を切り替えることができ、そのコ

ース内でどの箇所が未回収かを把握することができる。その未回収箇所に自車が向かい回収すること

で、当該コースが自動検知機能により回収済みとシステムに記録され、それは管理パソコン、全タブレ

ットに即座に共有される。この支援機能を活用したシミュレーション走行には、3コース・3台にて実

施し、コース設定方法、走行条件などは先述の 2コース・2台の走行時と合わせた。 

下記はこれら 2 回のシミュレーション走行の関連データである。なお、回収箇所数は 108 箇所とな

っており、1月 22日の箇所数と相違があるが、これは 1月 22日の 3回目において、可燃ごみ回収時点

では 108 箇所から排出されており、それを記録した紙の住宅地図情報を今般システムに入れ込んだた

めである。3回目の使用済み紙おむつ回収時点においては、2箇所が使用済み紙おむつの排出を取りや

めたため、1月 22日の回収箇所数は 106箇所となっている 
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（「2コース・2台」シミュレーション走行データ①） 

コース名 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1コース 43分 5ｋｍ 52箇所 

2コース 46分 5ｋｍ 56箇所 

合計 89分 10ｋｍ 108箇所 

 

（「2コース・2台」シミュレーション走行軌跡①） ※1コース：黄 2コース：青 
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（「3コース・3台」シミュレーション走行データ②） 

  1 コース、2 コースが各コースでの回収終了後に 3 コースの支援に入り、1 コースは 12 箇所の支援

を、2コースは 19箇所の支援をそれぞれ実施した。1コース、2コースともに、回収時間、走行距離

は支援を含んだ数値となっている。 

 

コース名 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1コース 41分 5ｋｍ 32箇所 

2コース 41分 5ｋｍ 31箇所 

3コース 31分 3ｋｍ 45箇所       

(1コース支援 12箇所

/2コース支援 19箇所) 

合計 113分 13ｋｍ 108箇所 

 

 

（「3コース・3台」シミュレーション走行軌跡②） ※1コース：赤 2コース：黄 3コース：青 

 



「使用済み紙おむつのリサイクル推進に向けた実証報告書」 
 

 18 / 37       

 

（支援機能画面） 

 
 

 

 

（７）．各分別回収の比較結果 

各分別回収の比較結果を下記に記した。使用済み紙おむつの分別回収をシステムを活用せずに実施

するとなると、1回目および 3回目のように 4台の収集車が必要となる。また 3 回目は紙の住宅地図に

て案内する回収をすることで、回収箇所数が 21箇所多いにも関わらず、その収集時間に差がほとんど

見られなかったものの、地図の案内をする収集員を 1 名増員せざるを得ない結果となっている。シス

テムを活用した 2 回目、シミュレーション走行 1 回目およびシミュレーション走行 2 回目ともに、シ

ステム未活用時と比較すると、より少ない収集車にて効率的な分別回収が可能であり、全体の回収時

間、走行距離ともに短縮される結果となっている。特にシミュレーション走行 1回目の結果のとおり、

システムを利用し特定の箇所のみを回ることで、同地区における使用済み紙おむつの分別回収は収集

車 2台まで効率化することが検証できている。収集台数を減らすことにより、1台当たりの回収箇所数

が増え、収集体制全体での開始時間から終了時間までが余計に掛かることが想定されるが、例えば 2回

目を見ても最も時間を要したコースでも 50分となっており、収集台数を減らしたとしてもシステムを

活用することで収集体制全体の所要時間に影響を与えないことも検証できている。 
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（各分別回収データ比較） 

実施日 収集車台数 収集員数 回収時間 走行距離 回収箇所数 

1回目（11/27） 4台 8人 169分 26ｋｍ 85箇所 

2回目（12/11） 3台 6人 102分 19ｋｍ 108箇所 

3回目（1/22） 4台 12人 173分 26ｋｍ 106箇所 

シミュレーション①

（2/9） 

2台 4人 89分 10ｋｍ 108箇所 

シミュレーション②

（2/9） 

3台 6人 113分 13ｋｍ 108箇所 
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３．実証事業報告 使用済み紙おむつの分別・回収と組成調査  

 

（１）．実施内容・目的 

町田市より、今回の実証事業内容を鑑み、使用済み紙おむつが適正な量が排出され、実証事業に

対応いただける施設として、同市内より、南つくし野地区を選定いただいた。同地区から、使用済

み紙おむつを分別排出し、加藤商事が、小田急システムを利用し、分別回収し、町田市バイオエネ

ルギーセンターに運搬、同所の一角にて、使用済み紙おむつの組成を調査し、おむつ以外の異物混

入等の実態を把握した。また、南つくし野地区住民に対し、啓発チラシ配布を行い、改善度を調べ

た。 

   

（２）．分別排出・回収について 

実証事業に協力いただいた町田市においては、2005 年から住民に対し、おむつ専用袋を配布し、

家庭内にて、使用済み紙おむつと他の一般廃棄物の分別を促進してきた。現時点では、おむつ専用袋

は、一般ごみ袋と各家庭前に分別排出され、戸別回収されている。そこで、本実証試験においては、

おむつ専用袋と一般ごみ袋を分けて回収し、おむつ専用袋の組成調査を実施した。 

 

（３）．組成調査内容 

       

     表-1 使用済み紙おむつ組成調査項目と検査 

調査項目 

（項目詳細は下記参照） 

①使用済み紙おむつの種類・製品タイプ 

②異物の種類・数量 

③大便の使用済み紙おむつへの混入枚数 

④使用済み紙おむつ回収重量 

対象地区 町田市南つくし野地区（2,479世帯） 

おむつ専用袋回収拠点 ①1回目 2021年 11月 28日   85  拠点 

②2回目 2021年 12月 12日  107  拠点 

③3回目 2022年 1 月 22日  108  拠点 

組成調査場所 町田市バイオエネルギーセンター 

調査数量(袋数・重量) ①1回目 120 袋  250kg 

②2回目 116 袋  228kg 

③3回目 127袋   240kg 

調査者 ユニ・チャーム株式会社 

アミタ株式会社 

 

 

①南つくし野地区から回収した使用済み紙おむつ回収量と製品タイプ内訳 

      表-1に示すとおり、対象地区からは 85～108拠点にておむつ専用袋が排出されていた。

おむつ専用袋は、1回あたり、116～127袋回収出来、重量は 228～250Kgであった。 

     表-２に示すとおり、排出されたおむつ専用袋のうち、約 8割は子供用紙おむつであった。 

1袋あたり約 2Kg/袋排出することが確認出来た。 
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表-2 使用済み紙おむつ回収量と製品タイプ内訳 

  
11月 28日 12月 12日 1月 22 日 

使用済み紙おむつ回収量 kg 250 228 241 

袋 

数 

全体 袋 120 116 127 

子供用紙おむつ 袋(割合） 91(76%) 93(80%) 99(78%) 

大人用紙おむつ 袋(割合) 29(24%) 23(20%) 28(22%) 

1袋あたり平均重量 kg/袋 2.1 2.0 1.9 

使用済み紙おむつ全枚数 枚 1602 1493 1632 

子供用パンツ・テープ 枚 1268 1231 1283 

大 

人 

用 

大人用計 枚 334 262 349 

尿取りパッド大 枚 44 62 53 

尿取りパッド小 枚 137 96 89 

失禁ライナー 枚 65 53 91 

パンツタイプ 枚 10 7 10 

テープタイプ 枚 57 39 104 

ベッドシート 枚 21 5 2 

 

 

②回収した使用済み紙おむつに混入していた異物 

町田市においては、既に使用済み紙おむつを分別しており、第 1回目（11月 28日）ではまず

現状の組成調査をした。 

表-3 に示すとおり、おむつ専用袋の中に使用済み紙おむつ以外の異物が、回収全重量に対し

1.6％の 4Kg含まれていた。使用済み紙おむつの中に大便が残っている枚数も、回収枚数の 20％ 

325枚あった。 

現状確認としての第１回目調査終了後、図-1 の内容を、南つくし野地区住民に対し、啓発チ

ラシ配布を行い、協力を要請した。 

その結果、異物や大便の混入は、第 2回目、第 3回目で、表-3に示すとおり改善された。 

異物量は、回収全重量に対し 0.6％の 1.6kgとなり、使用済み紙おむつの中に大便が残っている

枚数も、15％の 246 枚となった。異物としては、包装容器類や、紙おむつと類似した生理用品

や、ペット用品が多かった。 

 当社は、鹿児島県で一般家庭からの使用済み紙おむつを回収しているが、一般家庭からの回収

においては、生理用品、ペット用シート、また髪の毛等、上記表-3にあげたモノ以外の様々な異

物が入ることがある。今回の実証においては、鹿児島県での実証実験の回収品質と比べても、使

用済み紙おむつ以外の異物が少なく、リサイクルに適した回収品質であった。 

都市部においても、リサイクルに適した回収が出来ることを確認出来た。 
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       表-3 使用済み紙おむつに混入していた異物  
11/28 第 1回 12/12 第 2回 1/23 第 3回 

異物あり袋数（全回収袋
に対する割合） 

44袋(37%) 37袋(32%) 45袋(35%) 

異物重量 
（全重量に対する割合） 

4.0kg (1.6%) 1.2kg (0.5%) 1.6kg (0.6%) 

大便が残っていた使用済
み紙おむつ（枚） 
（全数に対する割合） 

325（20％） 281（19％） 246（15％） 

異

物

種

類 

ゴム手袋 4袋 6袋 4袋 
畜尿袋 0袋 0袋 0袋 
人工肛門ﾊﾞｯｸ 0袋 0袋 0袋 
新聞紙 5袋 5袋 2袋 
古布類 タオル 1袋 下着 3袋  
プラ容器類 食品、薬品包装 

15袋 

食品、薬品容器 

20袋 

食品、薬品包装  

26袋 
衛生用品 生理用品 4袋 

ペット用品 6袋 

マスク 2袋 

生理用品 3袋、 

マスク 5袋 

生理用品 1袋 

ペット用品 2袋 

マスク  2袋 

食品廃棄物類 生ゴミ 2袋 生ゴミ 4袋 生ごみ 1袋 
その他 タバコ吸殻 2袋 

毛髪 2袋 
タバコ吸殻 1袋 

毛髪 4袋 
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図-1 個別家庭にポスティングしたチラシ 

 

 

町田市職員に使用済み紙おむつの分別の取組を聞き、使用済み紙おむつの分別が進んでいる要因

を探った。その結果、おむつ専用袋を配布することや、違反品（使用済み紙おむつ以外の異物が

含まれている）があった場合のルールを決め、住民啓発に取り組んできた成果であることが判っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市取組 

・2005年から、ごみ袋有料化に伴い、おむつ専用袋の無償配布を始めた。 

・おむつ専用袋配布は、市内 30か所の市民センターや、こども園、高齢者施設にて配布

する。    

・収集時に、おむつ専用袋に違反物が含まれていれば、集合住宅の場合は違反シールを貼

り、一週間放置する。個別住宅ではお宅訪問し、口頭で要請する。この取組を繰り返して

きた。 

 

・戸別回収の効果が大きい。個人が特定されるので、違反物は出しにくい傾向がある。他

のごみで、戸別回収と集合回収している場合では、集合回収はかなり異物が多い。 
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表-4 南つくし野地区 年齢別人口 2021 年（令和 3年）11月 1日 

町丁名 0～4

歳 

65～

69 歳 

70～74

歳 

75～79

歳 

80～84

歳 

85～89

歳 

90～94

歳 

95～

99 歳 

100

歳～ 

南つくし野 163 318 402 330 302 155 80 24 7 

 

          表-5 おむつ使用数推計と回収率 

 環境省ガイドラインに準じた推計 実証実験 

おむつ使用数

（名） 

回収重量（Kg） おむつ使用者数*1

（名） 

回収重量（Kg） 

子供用 117 210 99 

（85％） 

184 

（87％） 

 大人用 169 592 28 

（17％） 

55 

（9％） 

 *1おむつ使用者数は、回収したおむつ専用袋のうち、子供用おむつ、大人用おむつ含有状況

に応じ、使用数とした。 

 

表-4 に示すとおり、町田市から提供された年齢構成に基づき、環境省が 2020年 3月に発行

した「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」に準じて、以下の対象地区のおむ

つ使用数及び、回収量を算出した。おむつ専用袋数を、使用数として回収率を算出した。 

おむつ排出量推計方法は以下のとおりである。 

 

（１）．おむつ排出量推計*1 

      おむつ排出量＝紙おむつ使用者数 × 一人当たり年間おむつ排出量 

         ＝子供用紙おむつ使用者数 × 一人当たり年間子供用おむつ排出量 ＋ 

           大人用紙おむつ使用者数 × 一人当たり年間大人用おむつ排出量 

 

（２）．おむつ使用者数推計 

①子供用おむつ使用者数推計 

  子供用おむつ使用者数＝（0-3歳）の 90% 

              ＝(0-4歳)の 4/5×90% 

②大人用おむつ使用者数推計 

   大人用おむつ使用者数＝(要支援認定者数×20%)＋(要介護認定者数×64%) 

 

  a.要支援認定者数と要介護認定者数 

 

要支援者人口＝（65-69歳）×0.84%＋（70-74歳）×1.9%＋（75-79歳）×4.3% 

           ＋（80-84歳）×9.1%＋（85-89歳）×13.8%＋（90歳以上）×12.4% 

   要介護者人口＝（65-69歳）×1.94%＋（70-74歳）×4.03%＋（75-79歳）×8.18% 

            ＋（80-84歳）×1＋（85-89歳）×36%＋（90歳以上）×64% 
 

 

子供用においては、人数ベースで 85％、重量ベースで 87％回収されていた。一方、大人用

は、人数ベース 17％、重量ベースで 9％にとどまった。 

大人用紙おむつは、一般ごみ袋に廃棄されているか、もしくは、居住型介護施設に入居し 
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対象地区に居住されていない可能性がある。今後、廃棄物量を予測する上での今後の課

題となった。 

*1出典：環境省「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」 
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４．実証事業報告 鹿児島リサイクル施設への搬入 

 

（１）．鹿児島リサイクル施設への搬入方法 

町田市から回収した使用済み紙おむつについては、組成調査の最終日の 2022 年 1月 23日に収集さ

れた使用済み紙おむつは、当社のリサイクル実証設備がある鹿児島県大崎町の”そおリサイクルセ

ンター”まで、トラックと鉄道運搬を行った。以下、運搬に関し、費用、CO2 排出量、法的整理を記

載した。 

(1)運搬について 

表-6．輸送運賃 

ルート 輸送会社 
最大積載量

(ton） 

実積載量（ton）

※1 

積載率

（％） 

輸送費（積

込作業費含

む）※2 

町田市→（陸送）横浜羽

沢駅→（鉄道）鹿児島貨

物ターミナル駅→（陸

送）そおリサイクルセン

ター 

陸送：日本通運 

鉄道：日本貨物

鉄道 

5 0.275 6% 138,300 

※1 メディカルペール 22箱分の 0.036ton含む 

※2 メディカルペール 35箱代と送料の 58,000円は除く 

荷姿は、飛散・漏洩防止、臭気防止策を講じる必要があり、主に感染性廃棄物の運搬に使用される密閉性

の高いメディカルペールを使用した。 
 

 

表-7 ．輸送時の CO2 排出量 

積載量（ton） 走行距離（km） 
合計輸送距

離 

（km） 

CO2排出量（t-CO2）

※4 合計 CO2

排出量 

（t-

CO2） 

1t あた

りの

CO2排

出量 

（t-

CO2） 

最大積

載量 

実積載

量 

車両①

※1 
鉄道※2 

車両②

※3 

車両

① 
鉄道 

車両

② 

5 0.275 28.4 1,482.8 102.0 1,613 0.008 0.009 0.027 0.04 0.16 

 

※1 車両①は、町田市バイオエネルギーセンターから横浜羽沢駅までの推定距離を用いた。 

※2 鉄道は横浜羽沢駅から鹿児島貨物ターミナルまでの推定距離を用いた。 

※3 車両②は、鹿児島貨物ターミナルからそおリサイクルセンターの推定距離を用いた。 

※4 CO2 排出量の計算にはトラック輸送間は改良トンキロ法を用いた。鉄道とフェリー間は従来トンキ

ロ法を用いた。 

 



「使用済み紙おむつのリサイクル推進に向けた実証報告書」 
 

 27 / 37       

 

(2)市区町村間の廃棄物の運搬における法的整理 

町田市の一般廃棄物を大崎町にて処理を行うこととなるため、町田市は大崎町に廃棄物の処理及び清

掃に関する法律第６条の２第２項に基づく施行令第 4 条に規定する通知を行った。この通知に対する大

崎町からの受理通知をもって、町田市は運搬業者と委託契約を締結し運搬を行った。 

 

（２）．使用済み紙おむつリサイクル処理 

使用済み紙おむつのリサイクル処理は、鹿児島県大崎町に設置しているユニ・チャームリサイク

ル施設にて適正処理した。リサイクル工程は、①破砕・洗浄・分離工程 ②パルプの洗浄・殺菌・

漂白工程 ③SAP再生工程 ④プラスチック類回収工程からなる。使用済み紙おむつから、SAPを分

離した上でパルプ繊維を回収し低質パルプを得た後、オゾン処理によって殺菌、漂白、脱臭するこ

とで上質パルプに改質した。リサイクル処理時の様子は以下のとおりである。 

 

(1)リサイクル処理実施日：2022年 2月 2日 処分量：240kg 

(2)リサイクル施設での処分様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディカルペールから貯留ホッパーに投入 ベルトコンベアで搬送し、破砕機へ投入 

破砕機で使用済み紙おむつを小さく破砕 
使用済み紙おむつを破砕洗浄し、分離 

オゾン処理で殺菌、漂白 リサイクルパルプを袋詰め 
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町田市から回収した使用済み紙おむつについて、リサイクルが可能であるか、当社の使用済み紙おむ

つリサイクル実証設備にて、パルプ再生を実施し、当社の定めたリサイクルパルプ規格に適合するか

確認したところ、表-8 のとおりリサイクルパルプは要求品質に適合した。町田市から回収した使用

済み紙おむつは、紙おむつの原材料として利用出来ると判断した。 

 

表-8 リサイクルパルプ評価結果 

項目 基準値 結果 

外観・性状 白色で，かつ異物及び異臭があってはならない。  適合 

 色の溶出 溶出液を上方，側面から観察したとき，色を呈しない。 

pH 3.1～10 

蛍光 標準品より明るい蛍光を認めない。 

灰分 0.65 %以下 

ケルダール窒素 試料（留出）液の吸光度が比較標準液の吸光度より大きくない。 

一般生菌数 1g当たり 1,000 個を超えない。 

大腸菌 検出しない。 

 

  

取り出したパルプ 
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（３）．リサイクル品の活用について 

今回の実証事業においては、前述の鹿児島県にあるリサイクル処理施設において、リサイクルパ

ルプが産出された。リサイクルパルプを、当社にて、紙おむつ用のティシュペーパーに加工したう

えで、リサイクルパルプを使用した紙おむつを作製した。リサイクルパルプを使用した紙おむつ

は、当社に定めた紙おむつの品質規格に適合した。尚、この紙おむつは、リサイクルへの市民啓発

に繋げるべく、町田市に納入し、使用済み紙おむつリサイクルの PR を兼ね使用いただくものとし

た。 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

      紙おむつ試作品のパッケージ 

 

  

リサイクルパルプを使用した紙オムツ外観  

 がい 
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５．考察 

 

（１）．分別回収 

町田市のように家庭から使用済み紙おむつが分別して排出される仕組みがある自治体については、

IT を活用する活用しないに関わらず、本実証の分別回収の成果から分かるとおり、使用済み紙おむ

つの分別回収は可能である。しかしながら、そもそも住民が使用済み紙おむつを分別排出する仕組み

を持たない自治体においては、使用済み紙おむつを分別排出する仕組み作りからスタートをするこ

ととなる。これについては住民の理解も欠かすことができず、一定の時間、費用および労力が必要で

あり、課題の 1つと捉えることができる。これについては、都内には町田市、八王子市、多摩市等の

ように既に分別排出の仕組みを持つ自治体が複数あることから、当該仕組みを導入する際にはこれ

ら自治体の導入時の具体的手法を学ぶことでその労力の軽減が可能になるであろう。 

一方、使用済み紙おむつの分別回収を実施するに当たっては、収集車、収集員といった収集体制を

増備することにより自治体の回収コストが増えることが懸念されるが、これはより大きな課題にな

る。自治体規模にもよると思うが、通常新たに分別回収体制を整備することには数億円前後のコスト

増になると考えられる。この対策としては、本実証で用いた小田急電鉄「WOOMS」システムのように

IT を駆使することで、より少ない収集車、より少ない収集員にて効率的に分別回収を実施し、その

コストの増加分を抑制することが考えられる。 

この「WOOMS」システムは他の自治体の可燃ごみ回収等の通常収集においても実証実験を進めてき

ているが、その結果からおよそ 2 割の余力を生むことが可能と想定できている。これは仮に通常 10

台で可燃ごみ収集しているところ、「WOOMS」システム利用により 8台での収集が可能になることを

意味する。この生まれた余力で剪定枝の分別回収体制を整え、今般の使用済み紙おむつの回収方法と

同等に排出箇所のみを走行することで効率的な分別回収を果たすこと等も検証できている。これを

今般の南つくし野地区に当てはめると、通常の可燃ごみ収集には 6台を要していることから、「WOOMS」

システム利用により計算上 4.8台での回収が可能となり、1.2台分の余力が生まれる。本実証におい

て「WOOMS」システム利用により使用済み紙おむつの分別回収は 2台まで減らすことが可能であると

検証されていることから、0.8台分を追加することのみで使用済み紙おむつの分別回収体制が整うこ

とが計算上は可能と考えられる。本実証では「WOOMS」システムを利用しないケースでは分別回収に

4台を要したことから、その差分 3.2台分のコスト増加を計算上抑制できることになる。このように

IT を用いてまずは現状のごみ収集体制に余力を生み、この余力を分別回収体制の増備にあてがうこ

とに加え、この分別回収にも ITを用いることで、よりコスト増を抑えた分別回収体制の整備が可能

となる。 

ちなみに、小田急電鉄が進める「WOOMS」システムの利用料については、分別回収体制を整えるこ

とに要するコストよりも、遥かに少ない利用料のみで現状体制に余力を生み、その余力を活かす形で

分別回収を整えることが可能であり、経済合理性は担保することができる。この「WOOMS」システム

利用料はクラウド型のシステムとなっており、初期投資は発生せず、毎月の利用料を支払う形態であ

り、金額規模も分別回収体制を整備する金額よりは遥かに下回る金額で利用が可能である。このこと

から、この「WOOMS」システムの利用により、分別回収実施に伴うコスト等の負担増という課題を緩

和させることは約束できる。 

使用済み紙おむつのみならず、剪定枝、製品プラスチックなどリサイクル可能な品目は多く存在し、

昨今叫ばれている資源を循環させる「サーキュラーエコノミー」の実現にはこれらを分別回収するこ

とが重要である。少子高齢化で働き手も少なくなる中で、今後収集員の確保が難しくなることに加え、

廃棄物収集に割ける自治体予算の増額も多くは見込めない現状では、現在は焼却しているごみをま

ずは住民の協力のもと分別し資源へと変貌させ、それを「WOOMS」システムのような ITを駆使しより

効率的に最小限の体制で分別回収することでその資源をリサイクルに回すこと、これが「サーキュラ

ーエコノミー」の実現には欠かせない。 
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（２）．組成調査 

町田市は、2005 年からおむつ専用袋を無償配布され、使用済み紙おむつが既に分別されており、

回収した使用済み紙おむつは、異物量も少なく、水平リサイクル（紙おむつ to 紙おむつ）に適し

た回収品質であり、当社リサイクル施設で処分し、得られたリサイクルパルプは JIS 基準に適合し

た。リサイクルに適した回収品質であったポイントは、１）おむつ専用袋を設定していること ２）

おむつ専用袋におむつ以外の異物が含まれていた時の違反品対応ルールを決めていること ３）戸

別回収（各家庭前にごみ袋を出す）方式なので、住民に注意喚起しやすいこと ４）自治体職員の方

や、収集運搬業者の方が住民に、長年粘り強く啓発を続けていること などがあげられる。 

最初に、現状の使用済み紙おむつの分別状況を確認した後、使用済み紙おむつリサイクルがより効

率的に出来るように、大便の除去、新聞紙等異物の除去を依頼し啓発チラシを配布したこところ、当

初より使用済み紙おむつ以外の異物は少なく、また改善依頼に対して、改善効果が表れた。 

鹿児島への搬入にあたり、東京都、町田市、鹿児島県大崎町で、搬送する使用済み紙おむつの扱い

について協議し、町田市は大崎町に対し廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第２項に基

づく施行令第 4 条に規定する通知を行った。この通知に対する大崎町からの受理通知をもって町田

市は運搬及び処分の委託契約を締結し、市町村が行うべき一般廃棄物の運搬と処分を市町村以外の

者に委託することで実施した。今後複数自治体をまたぐ、使用済み紙おむつリサイクルの広範囲な取

組においても、今回実施した委託契約を締結することで、容易に実施出来ることが確認出来た。 

今後の課題としては、使用済み紙おむつ廃棄物量を正確に掴むためには、在宅、もしくは居住型施

設への入居など高齢者の居住実態を自治体と連携し調査を行い、家庭系一般廃棄物または、事業系一

般廃棄物として排出されるか把握する必要がある。 

 

（３）．総括 

当該実証事業においては、第一に「家庭」からの分別回収の可能性を検証すること、そして第二に、

前年度課題となった分別回収実施に伴うコスト等の負担増について、IT を活用し効率化を検証する

こと、の 2点を目的に設定した。 

第一の目的については、今回の実証では分別回収が十分になされており、「家庭」を対象とした使

用済み紙おむつのリサイクルも実施可能と判断した。ただし、あくまで自治体の方々の地域住民への

分別回収の啓発、専用袋設定といった仕組みづくりが前提となる。 

第二の目的については、IT を活用することにより、分別回収のコスト負担の観点から、ハードル

は大幅に下がることは実証できたが、実際、分別回収を実施する際に、当該地域での回収体制等の見

直しも合わせて実施する必要があるとみる。 

また新たな課題として、高齢者用紙おむつの量が、住民の年齢構成等を鑑みると想定より大幅に少

なく、実際使用済み紙おむつのリサイクルを目的とした分別回収を実施する際には、回収量について

は、あらためて検証していくことが必要となるとみる。 
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６．最後に 実施・協力体制 

  

  当該実証事業の実施においては、町田市環境資源部職員の方々を初めとして、多くの会社・団体に

ご協力いただいた。ここに厚く御礼申し上げる。当該実証事業の実施体制・協力体制は下記のとおり

である。 
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参考資料① 3回目住民向けチラシ添付の WEBアンケート結果 
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参考資料② 小田急電鉄ウェイストマネジメント事業「WOOMS」について 

 

小田急電鉄のウェイストマネジメント事業「WOOMS」は、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の

実現に重要な役割を果たす資源・廃棄物の収集運搬を新たなインフラと定義し、その構築を目指し

「“ごみ”のない世界へ。Beyond Waste」を事業ビジョンとするものである。主に自治体や廃棄物

排出・収集事業者を対象に廃棄物収集業務を効率化し、そこから生まれたリソースをごみの削減や

リサイクルの拡充へと繋げる取り組みである。本事業は、資源・廃棄物に関わる自治体や事業者に、

テクノロジーを活用した収集から事務業務の効率化を支援する「収集・排出サポート」と、効率化

による余力を活用し、資源循環を高める施策を提供する「資源循環サポート」で構成されている。

「収集・排出サポート」は、集積所の位置情報をデータ化し、タブレットを活用したルート案内や

収集データの蓄積により収集スタッフの業務効率化を促進する「収集サポートシステム」、リアル

タイムな収集状況の把握と収集データの活用により業務最適化を促進する「管理サポートシステム」、

事業者向けに電子マニフェストの発行などのサービスを提供する「事務処理サポートシステム」の

3 つの業務システムの確立をするものであり、加えて顧客が抱えるそれぞれの課題に対し、最適な

システム活用を通じた解決策を提案、助言もしていく。「資源循環サポート」は、廃棄物削減・リ

サイクルに加え、自治体における市民啓発に繋がる環境教育プログラム等、自治体および事業者の

資源循環施策の実現に向けたアクティベーションや、プロダクトを多様なパートナーと連携・開発

し、提供していく。 

現在は、神奈川県座間市と連携し、廃棄物収集業務の効率化の推進とともに得られた余力を活用

し、これまで可燃ごみとして処理していた剪定枝をバイオマス発電用チップの原料とするなど、ご

みを資源と捉える活動にも注力しており、また、次世代への啓発活動として、一般社団法人ゼロ・

ウェイスト・ジャパンと連携し、同法人が開発提供する「ゼロ・ウェイストゲーム（ごみゼロゲー

ム）」を、座間市をはじめとする小学校の環境教育授業へ導入支援する等、市民啓発活動にも貢献

している。また、「収集サポートシステム」を活用して、日揮 HD らが進める「国産廃食用油を原

料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築事業」に参画し、飲食事業者が排

出する廃食用油を資源として活用する等、地域で排出される廃棄物を資源に繋げる取り組みにも参

画している。 

 

 

（ウェイストマネジメント事業「WOOMS」説明図） 

 

 


